
品川区任意予防接種費用助成要綱 

 

                   制定 平成１９年 ３月１６日要綱 第１４６号 

改正 平成２１年 ２月２３日要綱 第 １５号 

改正 平成２２年 ６月 ７日要綱 第 ９０号 

改正 平成２３年 １月 １日要綱 第１３１号 

改正 平成２３年 ４月 １日要綱 第 １１号 

改正 平成２５年 ４月 １日要綱 第 ８４号 

              改正 平成２６年 ４月 １日要綱 第 ６８号 

改正 平成２７年 ７月 １日要綱 第４２０号 

改正 平成２７年１０月 １日要綱 第４６６号 

改正 平成２８年 ４月 １日要綱 第１０４号 

改正 平成２８年１０月 １日要綱 第２２９号 

      改正 平成３０年 ４月 １日要綱 第  ２号 

改正 平成３１年 ４月 １日要綱 第３３７号 

改正 令和 ２年 ４月 １日要綱 第 ５３号 

改正 令和 ３年 ４月 １日要綱 第 ６１号 

改正 令和 ３年１０月 １日要綱 第２４９号 

改正 令和 ４年 ４月 １日要綱 第１８７号 

改正 令和 ４年１０月 １日要綱 第２１７号 

改正 令和 ５年 ７月 １日要綱 第１３５号 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、疾病の発生および蔓延を予防するため、予防接種（予防接種法（昭和

23 年法律第 68 号）に規定する予防接種を除く。以下、「任意予防接種」という。）の費用

の一部を助成することにより、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。 

 

（対象となる任意予防接種） 

第２条 この要綱による助成の対象となる任意予防接種は、次の各号に掲げるものとする。 

(１)   流行性耳下腺炎ワクチン 

(２)   ＭＲ 

（３） 小児インフルエンザワクチン 

（４） 高齢者肺炎球菌ワクチン  

（５） 帯状疱疹ワクチン 

（６） その他区長が実施を認めた任意予防接種 

 

（接種対象者および助成回数等） 

第３条 任意予防接種の接種対象者および回数等は、別表に定めるところによるものとする。 



 

（助成金額） 

第４条 助成金額は、別表に定める金額とする。 

 

（助成の方法） 

第５条 前条に規定する助成金額は、下記の方法により助成をする。 

（１） 区が指定する医療機関で、任意予防接種を受けたものは、予防接種に係る費用から前

条に定める助成金額を差し引いた金額を医療機関に支払う。 

（２） やむを得ない事情で前号を除く医療機関で任意予防接種を受けたものは、品川区任意

予防接種費用助成申請書（第１号様式１－１･１－２および第１号様式２－１・２－２）

に医療機関の発行する領収書および母子健康手帳等を添えて、接種日から１２ヶ月以内

に区長に申請を行う。ただし、予防接種に係る費用が前条に定める助成金額より少なか

った場合は、少ない方の金額を助成する。 

 

（助成の審査および結果の通知） 

第６条 区長は、前条第２号の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査

し、助成金交付の適否を決定する。 

２ 区長は、前項の規定により助成しない場合には品川区任意予防接種費用助成金不交付決

定書（第２号様式）により通知する。なお、助成を決定したときは、速やかに助成額を支

払うものとする。 

 

（助成金の返還） 

第７条  区長は、受給者が偽りその他不正の行為により接種費用の助成を受けたと認められ    

たとき、または支払い後に過誤額が確認されたときは、交付された助成金の全部または

一部を返還させることができる。 

 

（事業の委託） 

第８条 第５条第１号に規定する業務は、品川区医師会、荏原医師会および区内契約医療機

関（以下「実施医療機関等」という。）に委託をして実施する。 

 ２ 実施医療機関等は、委託に関わる経費を、請求書に必要書類を添えて品川区に請求す

るものとする。 

  

（区民への周知） 

第９条 区は、区民に対して広報紙等を利用して任意予防接種実施の周知を図るものとする。 

 

（健康被害に関する救済） 

第１０条 区は、あらかじめ任意予防接種の健康被害が発生した場合の救済制度「独立行政  

法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付」および「特別区自治体総

合賠償保険」について、区民に文書等で説明するものとする。 



 ２   区は、第２条による予防接種をした区民に健康被害と思われる事柄が生じた場合

は、すみやかに事実の確認を行い、適切な救済措置を講ずるものとする。 

 

（委任） 

第１１条 この要綱の施行について必要な事項は、品川区保健所長が別に定めるものとする。 

 

付 則 

この要綱は、平成２２年４月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２２年９月１日より施行する。 

 付 則 

この要綱は、平成２３年１月１日より施行する。 

 付 則 

この要綱は、平成２３年４月１日より施行する。 

 付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日より施行する。 

 付 則 

この要綱は、平成２６年４月１日より施行する。 

 付 則 

この要綱は、平成２７年７月１日より施行する。 

 付 則 

この要綱は、平成２７年１０月１日より施行する。 

 付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日より施行する。 

 付 則 

この要綱は、平成２８年１０月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３１年４月１日より施行する。 

 付 則 

この要綱は、令和２年４月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年１０月１日より施行する。 

付 則 

この要綱は、令和４年４月１日より施行する。 

付 則 



この要綱は、令和４年１０月１日より施行する。 

この要綱は、令和５年７月１日より施行する。 



別表（第３条関係） 

種別 接種対象者（区内に住所を有す

る下記の年齢の者） 

助成回数 助成額 

流行性耳下腺炎 

ワクチン 

接種時において、生後１２ヶ月

から小学校就学前年度にある者 

接種対象者一人に

つき２回 

1 回あたり 

３，０００円 

ＭＲ  

 

接種時において、２歳以上１９

歳未満で、定期予防接種を接種

していない者（小学校１年生以

上は定期予防接種を２回接種し

ていない者） 

接種対象者一人に

つき１回 

全額助成 

(１２，２２１円） 

小児インフルエンザ

ワクチン 

接種時において、１歳から９年

生（中学３年生）の者 

１歳から１３歳未

満の接種対象者一

人につき２回 

１３歳以上の接種

対象者は一人につ

き１回 

１回あたり 

１，０００円 

高齢者肺炎球菌ワク

チン（生活保護受給者

および特定中国残留

邦人等※１） 

生活保護受給者および特定中国

残留邦人等の受給者で接種時に

おいて定期予防接種の対象外

で、６５歳以上の者 

接種対象者一人に

つき１回 

次の各号に掲げ

るワクチンの区

分に応じ、当該各

号に定める額 

（１）ニューモバ

ックス®ＮＰ 

４，４３１円 

 

（２）ニューモバ

ックス®ＮＰシリ

ンジ 

４，４５９円 

高齢者肺炎球菌ワク

チン（一般） 

接種時において定期予防接種の

対象外で、６５歳以上の者（生

活保護受給者および特定中国残

留邦人等を除く） 

接種対象者一人に

つき１回 

次の各号に掲げ

るワクチンの区

分に応じ、当該各

号に定める額 

（１）ニューモバ

ックス®ＮＰ 

４，４３１円 

 

（２）ニューモバ

ックス®ＮＰシリ

ンジ 



４，４５９円 

帯状疱疹ワクチン 

 

接種時において、５０歳以上の

者 

次の各号に掲げる

ワクチンの区分に

応じ、当該各号に定

める回数。ただし、

同一の接種対象者

につきいずれか一

方のワクチンのみ

を助成の対象とす

る。 

（１）乾燥弱毒生水

痘ワクチン 

接種対象者一人

につき１回 

（２）乾燥組換え帯

状疱疹ワクチン 

接種対象者一人

につき２回 

次の各号に掲げ

るワクチンの区

分に応じ、当該各

号に定める額 

（１）乾燥弱毒生

水痘ワクチン 

５，０００円 

（２）乾燥組換え

帯状疱疹ワクチ

ン 

１０，０００円 

区長が実施を認めた

任意予防接種 

区長が実施を認めた対象者 区長が実施を認め

た実施回数 

区長が実施を認

めた決定金額を

上限とする 

※ １ 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」に

よる支援給付の対象となっている特定中国残留邦人等を指す。 


